
183

立命館人間科学研究，14，183-195，2007．

１　はじめに

　対人援助が行われている主要な領域の１つで
ある医療のあり方は現代社会の重要な争点の１

つである。医療における「患者不在」あるいは
「専門家中心」主義は長らく問題とされてきた。

そして，それは今日においても，未だ批判の際
に用いられる(NHKがん特別取材班，2005)。
　近年において医療のあり方を論じる場合に
は，患者の視点や患者の声はキーワードの1つ
である。例えば，「患者・国民のための医療」
は改革になくてはならないスローガンである(

山崎康彦・(財)連合総研編，2005)。患者を支
援しその声を社会に届ける活動をすすめてきた
NPOも17年の歴史を刻んでいる(ささえあい医
療人権センターCOML，1999)。独自の法制化
にはいたっていないが，患者の権利の概念も紹
介されてきたし，苦情処理を行う「オンブズマ
ン」活動をすすめているNPOも経験を積み重
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ねてきた(患者のオンブズマン全国連絡委員会，
2004)。
　このような社会の変化を受けて，医療機関や
医療従事者が患者の声を聞くこと，あるいは両
者がパートナーシップを聞くことが課題となり
つつある(大熊・開原 et al.，2006)。また，そ
うした活動を支える意味で，患者自身の体験を
知る貴重な資料である闘病記を疾患別に整理し
たデータベース「闘病記ライブラリー」もオン
ラインで公開されている2）(岩崎，2006)。さら
には，患者の声をいかに医療政策決定の課題プ
ロセスに反映させるか，という課題も浮かびあ
がっている(東京大学医療政策人材養成講座２

期生「患者の声グループ」，2006)。実際，2006

年に成立したがん対策基本法は，がん患者大集
会などの患者とそれを支援する社会運動に後押
しされていた（本田，2005）3）。
　このように「患者志向(patient-oriented)」
あるいは「患者中心(patient-centered)」の医
療につながるさまざまな活動が行われる一方
で，日本の医療サービスは制度的にさまざま問
題を抱えている。財政的には，国民皆保険とい
われるような普遍的な医療保険制度は成立して
いるものの，保険料の滞納・未納によって事実
上保険がない状況におかれている世帯が約32万
世帯（国保加入世帯の約１％強）にも及んでお
り，朝日新聞社の取材では，2000年以降に少な
くとも21人が受診抑制の末死亡していることが
明らかになっている4）。また，診療の対価とし
ての30％の利用者負担は高額療養費制度がある
ものの，医療支出（いわゆる医療費）の17.3％
(2003年)となっており，普遍的な保険制度をと
っているドイツの10.4％(2003年)，フランスの

7.7％(2003年)などと比べても高い状況となっ
ている(OECD， 2006)。
　さらに，医療サービスの供給においては，小
児科医師や看護師の地域・施設間の偏在，産科
医5），小児科医(河北新報社編集局編，2003)の
各地での不足が，この数年大きな問題となって
きている。一般的に，地方における病院医療の
供給に困難がみられており，2004年度において
医療法の配置基準を満たしている病院の割合
は，大阪96％，東京94％などのように都市部が
高い一方で，青森43％，岩手55％など東北や北
海道が際立って低かった6）。このように，皆保
険という制度的理念から離れて医療へのアクセ
スの実態をみれば，財政・供給の両面において
日本の医療は大きな課題を抱えている。
　医療における患者中心主義と医療へのアクセ
スの問題は，上記のようにしばしばしば別に議
論されているが，住民からみてこれらを切り離
してみるのは妥当とは思えない。利用できない
医療について患者中心主義を論じても仕方がな
いし，患者を無視した医療では困るからである。
医療における患者のエンパワメントを考える前
提条件として，病人や健康に不安をもつ人が医
療を利用できると言う意味での権限を住民が獲
得していくことが含まれるはずである。臨床に
おける医療専門職の振舞いや病院等の医療機関
の運営法だけでなく，医療のアクセスや医療供
給体制の確保という点を含めて，患者・住民の

2） 闘病記ライブラリーは，闘病記700冊を病名ごとに
仮想書棚に分類して，簡単に見つけられるように
したものであり，2006年6月現在，収蔵冊数は700
冊約200の病名から本を探すことができる。URLは，
http://toubyoki.info/ (2006年12月3日閲覧)。

3） 読売新聞2006年11月24日付け，朝刊。

4） 朝日新聞2006年7月4日付け，朝刊。保険料が一定
期間滞納された場合，保険証に変替えてわって資
格証明書が発行されるが，その場合診療に要した
費用を全額負担することが必要となる。この実態
については，NHKスペシャル「もう医者にかかれ
ない～ゆきづまる国民健康保険～」（2006年12月3
日放映）が，福岡市の実態を中心に伝えた)。

5） 神奈川県では2015年には１万人の妊婦の受け入れ
先が不足するとの推計もある(加来・田中・布川 
2006)。

6） 朝日新聞オンライン版　2006年11月28日付，　
h t t p : / / www . a s a h i . c om / h e a l t h / n ew s /
TKY200611280297.html（2006年12月4日閲覧）
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視点から総合的に現代の医療のあり方を検討す
ることが重要であるように思われる。
　本稿では，こうした問題意識にもとづき，医
療における患者中心性や患者志向を具体化する
ために，むしろすでに医療現場に組み込まれた
存在としての「患者」という概念から離れて，
コミュニティ・住民エンパワメントという考え
方を提起し，３つの水準―臨床，組織，制度―
においてエンパワメント実践課題を分析する視
点を提示する。というのは，現代医療において
臨床の現場で生じていることを分析するために
は，臨床実践がどのような組織の下で行われて
いるか，そしてその組織はどのような制度のも
とで運営されているかを重層的に分析していく
ことが求められるからである。このような枠組
を用いることにより，患者中心性や患者志向の
医療の実現に向けた現状分析と課題のより包括
的な検討を可能とすることを目指している。
　以下では，まず「医療におけるコミュニティ・
住民エンパワメント」の概念を考察し，次いで
その概念を具体的に適用するための３つの水準
を検討する。

２　 コミュニティ・住民エンパワメントと患者

エンパワメント

２－１　 コミュニティ・住民エンパワメントの

概念

　エンパワメントという用語は，さまざまな分
野で多様な意味合いを込めてもちいられてお
り，学術用語として統一した定義があるわけで
はない。たとえば，途上国における開発をめぐ
る議論(Friedmann ，1992=1995)，ソーシャル
ワーク論(小田・杉本et al., 1999; 狭間，2001)，
教育(Freire, 1970; 鈴木，1997)，女性学（村松・
村松， 1995)，コミュニティ心理学(Rappaport， 
1987)，などの分野において盛んに議論されて
きた。
　医療においても，近年しばしばエンパワメン

トが述べられるようになっている。たとえば，
精神病者のリハビリテーション・リカバリーに
関わって(Ragins, 2002; Chamberlin, n.d.)，ま
た糖尿病の療養に関わって(Anderson and 
Funnell ，2000=2001)，エンパワメント概念を
用いたアプローチが重視されてきている。
　こうした多方面での議論を紹介し整理するこ
とはここでの課題としない。むしろ医療におけ
るエンパワメントを考える場合において重要な
特徴を抽出し，そこから「医療におけるコミュ
ニティ･住民エンパワメント」の概念を提案す
る。その際，エンパワメントの概念を限定する
よりは，幅広くとらえることを志向して検討す
る。というのは，本稿の課題は，医療に関わる
さまざまな場面で発生している事柄をエンパワ
メントという概念を用いて概括することを提案
したいからである。
　まず，エンパワメントは，言葉の意味からい
って，何らかの力(power)が増すという過程を
含んでいる。この力は，さまざまな意味を含意
しており，それによってエンパワメントの含意
も異なってくる。住民のエンパワメントは多く
の側面をもった概念であり，上記に述べたよう
な各種のエンパワメントの議論をふまえて，「医
療において」どのような住民・コミュニティの
力が増すことに注目するのかを検討する。
　まず，個人について自己の生活に関する事項
をさまざまに統御する能力(ability)の向上をエ
ンパワメントとする考え方である。医療につい
ていえば，自身の対応，社会関係の調整，医療
サービスの利用を行いながら，健康や病気に対
しながら自己の生活を統御する能力ということ
ができるであろう。関連して，このような統御
がどの程度できているかどうか，という個人の
認知に関わる事柄が心理的エンパワメントと考
えられるものである。
　統御の対象となる生活に関する事項は幅広
い。健康は生活全般に関わっているゆえに，生
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活のさまざまな側面と関与する。例えば，フリ
ードマンは，防御可能な生活空間，生活維持以
外に使える時間，知識と技能，適正な情報，社
会組織，社会ネットワーク，労働と生計を立て
るための諸手段，資金，など生活の基盤となる
ものへのアクセスをエンパワメントとして整理
した(Friedman，1992=1995)。　社会生活のさ
まざまな側面がエンパワメントに関わることか
らすれば，医療におけるエンパワメントも単に
専門職との関係だけでなく，さまざまな社会諸
関係の中でとらえられる必要がある。上記のフ
リードマンの整理を医療サービス水準で適用す
れば，療養空間，療養に要する時間のバランス，
療養に関する知識と技能・情報，療養に関する
相互援助の組織や社会ネットワーク，仕事など
と療養とのバランス，療養を含めた生活に要す
る費用，が医療における住民エンパワメントに
関わる事項とすることができる。健康増進や予
防について，これとは異なるまとめ方もするこ
とができよう。
　このような多くの資源についての決定は，社
会のさまざまな関係の中で決まっていくのであ
り，その意味で，政治的な力の向上がエンパワ
メントの重要な側面としてとらえられる
(Friedman, 1992=1995； 狭間 2001)。　政治的
な力とは，選挙に関する諸権利のことだけでな
く，意見の表明や集団的行動を組織する力など
を含めた幅広いものであり，どのように社会的
意思決定に関与するのかという問題である。同
時に，さまざまな事項についての決定を行う権
限(authority)を獲得するということにも関わ
る。
　経済不況，自然災害や犯罪，感染症の流布な
どにおいて，コミュニティ全体が問題を抱える
とき，このコミュニティ･エンパワメントをど
のように追求していくかは重要な課題となる。
つまり，住民エンパワメントと同様に，コミュ
ニティを単位として，そのエンパワメントを考

えることができる。コミュニティ・エンパワメ
ントは，コミュニティに関わる決定をコミュニ
ティが行うようになることであり，その構成員
にとってよりよいコミュニティとなる力をコミ
ュニティが獲得し実現していくこととしてとら
えられる (Galdston，1996; 安梅，2005)。また，
コミュニティが再生産していくために必要な基
盤へのアクセスや，それに関する政治的決定，
また，コミュニティがそれに関する重要事項を
決定しているという成員の認知などさまざまな
側面が関わってくる。なお，ここでのコミュニ
ティは，地理的空間の共有をしている人々に加
えて，利害や比較的緊密な社会関係を保ってい
る人々のことという一般的な意味で用いてい
る。
　一方において，コミュニティは個人の私的生
活と公的な巨大な近代社会がもたらすシステム
とをつなぐ媒介構造(mediating structures)　
(Berger and Newhouse，1996; 吉田，2002) と
しても機能しうる。この意味では，コミュニテ
ィ・エンパワメントは，住民エンパワメントの
1つの回路として機能することも可能である。
このような媒介構造をどのように形成していく
かは，エンパワメント戦略のあり方に関わる重
要な論点の一つである。
　エンパワメントは力が増す過程である。それ
ゆえ，エンパワメントには終わりがない。また，
エンパワメントが始まる地点によってその帰結
が異なるのは当然であるので，結果における画
一的な評価も困難である。ただ，このようなエ
ンパワメントの概念をおさえながら，さまざま
な方法で住民とその集合としてのコミュニティ
に関わっていくことはできる。ソーシャル･ワ
ークにおいては，これはエンパワメント・アプ
ローチといわれている（狭間，2001）。本稿では，
医療におけるコミュニティ・住民エンパワメン
トを特定の専門職の課題に限定して検討するの
が目的ではないので，これまで述べたような考
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え方にもとづき，医療におけるコミュニティ・
住民エンパワメントを追求する諸活動を，一括
してエンパワメント実践と呼ぶこととする。

２－２　 患者・利用者エンパワメントと言わな

い理由

　「患者中心」や「患者志向」が問題となるの
であれば，「患者エンパワメント」という用語
を用いるべきかもしれない。しかし，すでに述
べたように本稿ではあえて「医療におけるコミ
ュニティ・住民エンパワメント」という言葉を
中心において考えている。その意図は，以下に
述べる３点による。
　まず，医療サービスが提供される水準だけで
はなく，現代社会において病人 (persons with 
illness)がどのような制度や組織のもとにおか
れどのような経験をしているのかを総合的に把
握した上で，さまざまな側面からエンパワメン
トを追求していくことを射程に入れるためであ
る。したがって，「医療」が意味するところは，
「医療サービス」だけでなく，病気に直面した
人々が集まる結節点としての医療である。病気
を契機にした職能・血縁・地縁などのさまざま
な特徴を帯びた人々のネットワークをふまえ
て，そこでのエンパワメントを追求していくこ
とがケアに関わる人々を包括的にとらえていく
ためには不可欠である。そのような人々のネッ
トワークや社会のあり方を問題にしようとする
ときに，患者や利用者という言葉では十分意を
つくせないと考えたゆえに，あえて住民と地域
という言葉を用いている。
　別の言葉でいえば，患者・利用者だけをエン
パワメントしようとするだけでは，医療におけ
るエンパワメントを検討する十分な枠組とはい
えないということである。例えば，家族が介護
を行う場合に，介護を必要としている人（＝サ
ービス利用者）だけでなく，介護を行っている
家族のエンパワメントを視野にいれる必要があ

る。このような場合に，介護をしている人にと
って，そして介護を受けている人にとってどの
ような課題が出現するのかを，介護という行為
の意味合い，介護の技能的側面・心理的側面・
労働的側面なども含めて多面的に検討すること
が課題となる。そして，それは男性中心の企業
社会といわれる日本社会において人生を過ごし
てきた人々にとって，介護がどのような意味を
帯びてきたのかを問い直すことにもつながるで
あろう。
　次に，医療のあり方を検討する場合にも，患
者や利用者という視点からだけでは十分状況を
把握できず，むしろ住民や地域社会がどのよう
に医療に関わるかという視点が欠かせない。今
日の医療は公的制度を基盤にして形成されてお
り，その制度の運営には多かれ少なかれ政府の
介入が不可欠である。それゆえ，医療のあり方
は，法を基本として定められる医療制度によっ
て大きく影響を受ける。このことは，医療制度
のあり方に住民や地域社会がどのように関わる
かという論点を提起する。たとえば，健康保険
制度の場合には，制度の枠組は法によって定め
られ，医療機関の行動に影響を大きく与える診
療報酬，保険給付の範囲などの具体的事項は行
政的に決められている(池上 2002)。制度のあ
り方を考える場合には，こうしたことを含めて
総合的に考えていくことが要請される。この意
味で，医療のあり方の問題は，現に医療を利用
している人だけの問題でなく，これからその利
用者となりうる住民全体に関わる問題である。
　医療のサービスに注目した場合も，どのよう
な医療サービス供給体制を確保するかは，まさ
に地域社会の課題である。同時に，どのような
健康や福祉の課題が登場するか，別の言い方を
すれば疾病や生活問題の発生をどう防いでいく
かについても，やはり地域社会の問題として立
ち現れる。これには，地域社会に帰属する人々
がどのようにこの問題に立ち向かっていくか―
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例えば，自治体行政としてどのように取り組む
べきか，ということであり，また地域社会の中
で非営利組織等によって事業活動を行っていく
ということでもある―が問われるということで
もある。
　最後に，住民と地域社会を多様な特徴をもっ
た人々としてとらえ，住民間の共通性と差異に
注意しながらエンパワメントの課題を検討する
ことが重要だと思われる。疾病や病いは個別性
が強く，それぞれの文脈において解釈され，そ
れは人々のそれまでの経験や帰属集団によって
も影響される(Kleinman，1988=1996)。　患者
はそれぞれに多様な文化的背景をもっており，
それゆえそれらの問題に対していくためには，
患者が暮らしている地域社会をよく知る必要が
ある。この場合に，地域社会は多様な集団が一
緒に暮らし，社会関係をつくっているものとし
てとらえることとなる。
　「コミュニティ・住民エンパワメント」をい
う場合に，住民を均質な集団としてのみとらえ
るならば，比較的経験することが少ない疾患に
直面している人々の問題は住民の中で可視化さ
れず，問題が見過ごされてしまうことにつなが
る危険もある。住民のエンパワメントを強調す
ることが，一定の患者のエンパワメントに逆行
する陥穽もありうることには，注意しておく必
要がある。この陥穽を避けるためには，住民は
多様な人々であることを確認した上で，住民間
の対立の可能性をどのように合意に結びつける
かという点も含めた検討を行うべきである。
　地域社会のエンパワメントを考える場合にお
いても，地域社会（間の）多様性を検討するこ
とが必要である。都市部と農村部の地域社会が
利用できる資源や資産は異なるし，近年はその
差はいっそう強まっているようである。こうし
たことについても考慮しつつ，それぞれの地域
の特徴や資産をいかしうるような方向での地域
社会のエンパワメントを考えていく必要があろ

う。
　「医療におけるコミュニティ・住民エンパワ
メント」は，上記のような幅広い問題関心を含
んだ領域であり，このような設定により，今日
課題として取り上げられることそして検討すべ
き多くの事象をエンパワメント論の射程に含む
ことができる。逆に，今日におけるエンパワメ
ントはこれだけ多様な内容を含んでいるともい
える。

３　 医療におけるコミュニティ・住民エンパワ

メント―実践課題分析のための枠組

３－１　 医療におけるコミュニティ・住民エン

パワメントが問われる３つの水準

　以下では，上記の「医療におけるコミュニテ
ィ・住民エンパワメント」の概念をふまえた上
で，その多面的課題を特にエンパワメント実践
について具体的に課題を整理し，検討していく
ための分析枠組を提案したい。この枠組は，権
力や権限・力量の問題が発生する水準によって
区分した上で，どのような権力・権限・力量に
関わる問題があるのかを明らかにしようとする
ものである。なお，その際，さしあたり医療に
関わって出現する課題に対応させて便宜的に区
分した上で，先に述べた個人の力・資源へのア
クセス・政治的力に関連するいくつかの事項と
の関わりを検討する。
　まず，医療における住民・コミュニティのエ
ンパワメントが課題となる水準として，個別の
人々の状況に関わる臨床の水準，地域社会の中
で行われるサービスや各種の支援のあり方全体
に関わる組織の水準，それらの組織や個人の支
援のあり方を規定し，影響を与える制度の水準
という，３つの水準を少なくとも考えておく必
要がある。
　このような３つの水準を区別しつつ，それぞ
れの水準におけるエンパワメント実践の課題を
分析し，それら相互の連関を検討していくこと
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は，総合的で包括的な住民・コミュニティのエ
ンパワメントの課題とエンパワメント実践の方
策を明らかにしていくうえで新たな視座をもた
らすものと考えられる。
　以下では，この３つの水準ごとに，どのよう
なエンパワメント課題があり，どのような実践
がありうるかを例示しつつ，検討してみたい。
もとより，エンパワメントが過程であるとする
ならば，それは不断に継続されるものであり，
状況の推移によって絶えず課題の把握のあり方
が更新されねばならないであろうし，それぞれ
の地域社会が設定するエンパワメント課題は，
やはり地域社会の多様性によって，自ら多様に
なると思われる。その意味で，以下に述べるの
は，あくまでも例に過ぎず，実際的な活動の中
で多様に具体化されていくことが想定される。
　便宜的ではあるが，これまでの議論を整理し
た場合に，３つの各水準に共通してコミュニテ
ィ･住民エンパワメントの課題として検討すべ
き事項として，知識・技能，資源の利用可能性，
意思決定の権限，権限の認知と行使という４つ
の事項をあげることができる（表１）。
　知識・技能は，医療に関する知識･技能であ
る。資源の利用可能性は，医療における人材・

資材などの資源を利用できること，具体的には
財政と供給に関わる問題である。意思決定の権
限は，個人や組織・制度についての意思決定を
行う権限であるが，組織や制度の水準では一般
に組織原則や民主主義の問題を含むこととな
る。権限の認知と行使は，どのような権限を持
っているかを認め，行使していくための諸能力
と考える。これは，当然実際にどのような権限
を与えられているか，という問題に関わる。
　当然のことながら，それぞれの水準によって
具体的な課題が一致するとは限らない。例えば，
ある病いに患っている人々が病いの体験や疾病
についての知識，対処法についての知識を獲得
することが臨床の水準で課題となったとして
も，組織の水準での知識としては治療法やサー
ビス提供がどのように組織されるかについての
経営的知識が必要かもしれない。さらに，制度
については，医療保険の一般的な知識とともに，
医療機関の一般的な経営状態や政策の立案・実
施・評価についての知識も必要かもしれない。
　各水準間を越えた共通の事項として，上記の
4点以外に示すことも今後考えうるが，まずは，
4点を示すことにより課題の幅広さや複雑さを
提示することができると思われる。

表１　水準ごとにみた医療におけるエンパワメント課題の例

水準

関連する事項 臨床の水準 組織の水準 制度の水準

知識・技能 状況に応じた具体的な
知識・技能の獲得と実
践

組織運営への参加 信頼できる情報基盤の
存在とそれへのアクセ
ス

資源の利用可能性 諸資源が利用できるこ
と（医療の利用等を含
めて）

相互支援組織の形成 資源確保を可能とする
医療制度の実現

意思決定の権限 よりよい決定過程をた
どること

サービス提供組織への
意見表出と決定への参
加相互支援組織の形成
と

民主制の下での熟慮的
討議への参加

権限の認知と行使 力量の継続的向上権限
の認知と行使能力の向

上

法的権利の遵守権限の
認知と行使援助

諸権利に関する法的基
盤の整備
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　さて，以上のような枠組をふまえて，３つの
水準ごとの課題を以下で例示していく。

３－２　臨床の水準

　臨床の水準においては，個々の住民の病いや
健康についての経験や対処に注目し，そこから
エンパワメント課題を検討することが課題とな
る。多くの場合，臨床の水準においては，専門
職と住民（患者）との相互作用のもとで，いか
に住民（患者）の力が増すかが問われることに
なる。その前提として，住民が医療資源を用い
ること，すなわち医療専門職と接触し，各種の
サービスを受けることができる権限（医療への
アクセスの権限）をもっていることが問われる。
これについては，利用の場面における支払額が
利用者の金銭的負担能力より低いことに加え
て，言語的・文化的な障壁が少ないこと，心身
の機能によって利用しにくいことがないこと，
職業生活上とバランスをとって利用できるこ
と，など多くの側面からの検討が必要であるが，
ここではその指摘にとどめておきたい。
　医療専門職と住民が出会った後には，たとえ
ば，問題に注目するよりは強み（ストレングス）
を高めていくという専門職の思考法（狭間， 
2001）とともに，住民（患者）が適切な情報や
療養に必要な資源を確保すること，状況に応じ
た具体的な知識・技能を獲得し実践していく能
力を獲得していくこと，療養に関する意思決定
を倫理的価値判断等を含めて満足のいくように
行っていくこと，すなわちよりよい決定過程を
たどるようにすること，などさまざまな課題が
ある。ここでは，疾病について療養している人
（患者）であろうが，健康づくりや予防に取り
組んでいる人であろうが，それらの人々の権限
や力量が増すような方向で接し援助を行ってい
くことが課題となる。
　医療専門職からみた臨床の水準でのエンパワ
メント課題は，疾病状態にある身体を対象とし，

薬剤・手術等各種の手段によって介入しようと
する生物医学的モデルを含みつつ，より幅広く，
住民の状況や要望に敏感で，力量・権限を増す
ような医療サービスの臨床実践とは何か，そし
てそれをどのように構築していくか，というこ
とである。
　すでに述べたように，糖尿病や精神疾患に関
連してこうした実践は積み重ねられてきてお
り，エンパワメント・モデルによる臨床実践と
して整理されてきている7）。そうした慢性疾患
の療養に関わる実践とともに，がんやHIV感染
といったさまざまなイメージが付与されている
疾患についてどのように病名を含めた状態を伝
え，どのような援助を行っていくか，といった
課題群もある。また，病いは心身に影響を及ぼ
すとともに，生活のさまざまな側面にそして社
会関係にも影響を及ぼしていくが，このような
状況におかれた人々をどのように支えるか，そ
して，健康づくりの活動に取り組むときに，自
己との対話や他者との協力関係あるいは必要な
スキルの形成をどのように援助していくか，と

7） エンパワメント・モデルによる臨床実践は，どの
ような疾病に患う人々に向かって行われるかによ
って具体的には異なるが，ひとつのあらかじめ定
められたことを行うのではなく，患者（あるいは
利用者）が自らにあった目標を設定し実践するの
を援助する過程としてとらえられる(Funnell and 
Anderson，2003)。例えば，糖尿病の療養におけ
るエンパワメント型のモデルは，以下のようなも
のである(Anderson and Funnell，2000=2001: 31)。
・糖尿病は生物・心理・社会的疾患である。
・ 医療者－患者の関係は民主主義的で，両者の専門
的見解を分かち合うことを基本とする。
・ 問題点と学習ニーズは通常患者によって特定され
る。
・ 患者が問題を解決する人であり，治療する人であ
ると考える。医療者は，患者が目標を設定し，自
己管理計画を立てるのを手助けし，資源としてふ
るまう。
・ 目標は患者が（必要な）情報を提供された上で決
定するようにすることである。行動学的方法は，
患者が自分の選んだ行動変化を試しにやっている
ことを助けるために用いられる。採用されなかっ
た行動変化は，将来の計画や目標作成に役立てる。
・行動変化は内的に動機付けされる。
・患者は医療者とともに力がある。
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いったさまざまな課題群が登場する。さらには，
専門職からみた場合に，援助を必要としている
ようにみえるにもかかわらず，専門職が提供し
ようとする援助から逃げていく，あるいは回
避・拒否する人々がなぜ出現するのか，そして
その場合にどのような関わり合いがありうるの
か，といった課題もある。
　住民が臨床の場における自らの権限をどのよ
うに認知し，行使していくかという問題も大き
な課題である。例えば，療養の内容についての
説明を理解できる方法で受けるという権限があ
ると住民が認めている場合と，そうでない場合
で，臨床の場面における住民の振る舞い，そし
て専門職の振る舞いは変わってくるであろう。
　また臨床の水準における行為は制度や組織の
あり方が影響する。例えば，ある医療提供組織
がカルテの開示を率先して行うことは可能であ
るが，カルテ開示を日本全国で実施するために
は，そのための制度と医療機関の組織的対応が
必要となってくる(患者の権利法をつくる会編，
1997; 日本診療録管理学会診療情報提供の事例
調査委員会編著，2001; 診療に関する情報提供
等の在り方に関する検討会，2003年6月10日)。
この意味で，臨床の水準におけるエンパワメン
トを追求していくならば，制度や組織でのエン
パワメントをも追求しなければならず，そのた
めには政治的な力の獲得が必要とされることも
あることには注意すべきである。
　他方において，エンパワメントは法的権限の
付与といったマクロな問題だけでなく，臨床の
水準においても追求されるべき点があること
は，確認しておきたい。

３－３　組織の水準

　次に，組織の水準である。コミュニティの力
量の向上や権限の強化といったことが実際にな
されるためには，何らかの組織をつくり，活動
していくことが必要である。こうした場合に，

人々が継続的に暮らす場であり，医療がサービ
スとして提供されるあるいは実践される空間を
共有している人々の集合としての地域社会にお
ける組織が重要な意味をもってくる。同時に，
空間的には離れていても，共通の病いを体験し
ている当事者のコミュニティが組織をつくるこ
とももう一つの重要な意味をもっている。
　病院等の医療サービス組織を，より患者の視
点を取り入れて運営するためには，組織運営へ
の実質的な参加が問題となる。もともと，自治
体病院や消費生活協同組合設立などの病院を除
いて，日本の多くの病院においては住民代表が
運営に参加する仕組みがない8）。しかし，その
ような枠組がなくとも，住民からのヒアリング
調査や意見聴取の機会を設けるなどのさまざま
な手法によって運営への参加を行っていくこと
はできよう。さらに，2007年度から発足する社
会医療法人のように医療機関外部からの運営参
加を制度化することにより，病院等の医療サー
ビス提供機関への住民の意思がより反映する可
能性も考えられるが，実際にそうなるかどうか
は誰がどのように具体的に参加していくかを子
細にみていく必要がある。
　住民自身による相互支援の組織の形成も組織
の水準の問題として重要である9）。相互の課題
を交流することによってお互いを支えあう自助
組織や，病いや障碍を契機にさまざまな人生・
生活上の問題に直面している人々やあるいは対
人関係の問題に悩んでいる人々を支える援助組
織をどのように形成・運営していくかは，非営
利組織（NPO）の概念が普及した今日におい
ても実践的には大きな問題である。そうした組

8） 組合員が出資している消費生活協同組合設立の病
院においても利用者の運営への参加は単純ではな
く，どのような方法がいいかの模索が続いている(
斉藤, 2007)。

9） さまざまな病いに対して，さまざまな患者団体が
設立されている(プリメド社「全国患者会障害者団
体要覧」編集室, 2006)。
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織は単に当事者と関連する人々を支援しようと
するだけでなく，それらに関する政策形成に寄
与する機能を持ちうる10）。インターネットなど
による情報基盤の変化は，このようなコミュニ
ティ組織にも新たな展開をもたらしており(高
橋 2005)，そうしたネットワーク形成力につい
ても組織の水準でのエンパワメント実践課題と
して位置づけて検討できよう。
　地域における医療サービスの供給が市場の自
律的調整によって望ましいものになるとは限ら
ないので，何らかの計画原理を取り入れていく
ことが必要である(高山，2003)。その際，政府
による計画のあり方が問題となるが，例えば
1980年代半ばより導入された各都道府県医療計
画に，どのように住民参加をしていくかについ
ては，この医療計画が主に病床数の規制的な意
味合いが強かったためこれまで十分検討されて
きていない。米国のW.K.ケロッグ財団が試み
た３つの地域でのプロジェクトの経験を分析し
た結果では，医療の計画づくりへの住民参加に
はリーダーシップの訓練とともに専門的なスタ
ッフによる支援が必要であることが明らかにな
ったとされている(Perlstadt, et al.，1999)。こ
うした例に学びつつ，医療計画への住民参加の
仕組みを具体的にどのように構築し運用してい
くかは，組織の水準における重要な問題である。
もちろん，このような枠組は国家レベルの枠組
によって定められる必要もあり，この意味では
制度の水準の問題でもある。ただし，国家の枠
組ができたからといって，それが実際に良好に
機能するかどうかは，各地域の関係者の問題で
もあるという意味で，この課題は組織の水準と
しても検討していく必要がある。
　医療に関するコミュニティの資源について
は，医療機関はもとよりコミュニティにおける

健康と医療に関わる諸資源をいかにコミュニテ
ィの構成員に対して利用可能にしていくかが課
題となる。たとえば，情報の利用可能性を増し
健康についてのリテラシーを高めていく機会を
つくることは1つの課題である(Committee on 
Health Literacy, et al.，2004)。医療機関や保
健センターが住民の健康に関する知識の拠点と
して機能すること，あるいは公共図書館が療養
に関する知識の情報蓄積センターとして機能す
ることなどは，一つの方策である11）。

３－４　制度の水準

　制度の水準でのエンパワメントとは，コミュ
ニティ・住民が権限や力量を増すように制度が
変化していくことをさし，そうした制度をつく
りだしていくこととしてエンパワメント実践を
考えることができる。
　例えば，住民の医療や健康に関する信頼でき
る情報基盤の形成，さらにはその情報を実際に
用いることができるように図書館やオンライン
情報などの整備を行っていくことは，コミュニ
ティ・住民の知識を増加させることにつながる
ことが期待される。さらに，先にも述べたが，
生物医学や統計学の発達を背景として疾病に関
する知識だけでなく，健康を人々の生活世界の
問題としてとらえなおす視点からの経験の蓄積
も増加しており (斎藤・岸本，2003)，こうし
た情報を利用できることもまさに病むものとし
ての知識を増すことにつながるであろう12）。
　医療サービスの臨床，あるいは診療・受療の
現場における行為のあり方は，その対価の支払

11） 図書館に医学関係の図書は長らく蓄積されている
が，近年特に患者の闘病記を整理して利用できる
ようにする取り組みが各地の図書館で行われてい
る(重政, 2006)。

12） このような情報を映像や音声，テキストなどの多
様な方法で収集するとともにオンラインでアクセ
スできるようにする試みもすでに英国では行われ
ており，日本でも検討されている(Dipex-JAPAN
の ウ エ ブ サ イ ト [http://homepage2.nifty.com/
dipex-j/index.html]，2007年2月20日閲覧)。

10） 患者団体が政策形成に参加していく過程には，専
門職が協力する場合もあり，単純なものではない(
衛藤, 1993)。
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いに関する医療財政制度や人員配置や資格等を
規制・管理する医療供給制度のあり方によって
大きく左右される。したがって，全国的な医療
政策の形成に素人である住民がどのように関わ
るのかは大きな問題である。すなわち，医療資
源の確保を行うことが可能であり，かつ医療の
過程が患者中心になるような仕組みをどのよう
に形成するかが問われてくる。日本の医療制度
は保険制度を建前とし，全国共通の診療報酬を
基本とし，それに各診療機関の特性に応じたい
くつかの支払い方式を組み合わせることによっ
て成立している。そのため，これらについては，
基本的に国政レベルの問題となる。国政にも，
立法，省庁による告示などによって，決定され
る事項が異なるが，臨床や組織の水準における
問題をふまえつつ，コミュニティ・住民エンパ
ワメントにつながる制度化をどのように行って
行くかは今まさに課題となりつつある(東京大
学医療政策人材養成講座２期生「患者の声グル
ープ」，2006)。
　ただし，資源配分は医療だけの問題ではなく，
さまざまな政府の諸活動の中で定められるもの
である。この意味では，制度の水準では単純に
医療の資源を増加させるということよりは，む
しろさまざまな医療制度がどのような組織や臨
床の現実をもたらすかをふまえ，熟慮を加えて
意思決定を行っていけるような仕組みこそが求
められよう。同時に，これまでにも述べてきた
ことだが，臨床や組織の水準におけるコミュニ
ティ・住民の権限を法的にどのように定めるの
かは，まさに制度の問題であり，上記の資源配
分の問題と同様な仕組みが求められると思われ
る。
　さらに，技術評価についても，国の制度の問
題として扱われるべきであり，この点をどのよ
うに行っていくかは課題である。特に，倫理的
観点から簡単に決定できない課題などについ
て，専門家による評価だけでなく，社会の非専

門家の視点からの評価を行うこころみがコンセ
ンサス会議の開催によって行われた経験もあり
(小林，2004)，こうした試みも含めてどのよう
な方策が妥当かを検討することも課題である。

　以上のような各水準における課題をふまえつ
つ，それに対するエンパワメント実践を例示し
たものが表2である。ここに提示した実践の方
策を具体的に検討していくことは別の機会に譲
らざるを得ない。今後本論文で提案した３つの
水準をふまえて課題を提示する中で戦略的にエ
ンパワメント実践を検討していく可能性を検討
する必要があろう。

むすび

　本稿では，医療におけるコミュニティ・住民
エンパワメントをさまざまな力の向上する過程
としてとらえた上で，それに関わる個人の能力，

表２　 水準ごとにみた医療におけるエンパワメ
ント実践の例

水準 エンパワメント実践の例

臨床 ・ エンパワメント・モデルによった臨床実践7)

組織 ・ 医療機関等においては，エンパワメント・
モデルによって臨床実践を行いうるような
組織文化の育成および環境の形成

・ 住民の知識・スキル獲得を支援する組織の
形成（キャンペーン組織等を含む）

・ 医療専門職から得られない情緒的あるいは
実際的な支援および相互支援の組織化

・ サービス提供組織への意見表出と決定への
参加

制度 ・ 信頼できるユニバーサルな情報発信，信頼
できる情報基盤の存在とそれへのアクセス
（データベース，電話相談等）
・ 患者自身による病気の経験の蓄積など，患
者（さらにその家族）サイドにたった情報
の蓄積と普及

・ 病人の療養および生活の水準を確保するた
めの諸資源の整備とそれへのアクセスの確
保

・ 新技術の社会的評価（コンセンサス会議等）
・民主制の下での熟慮的討議への参加
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資源アクセス，政治的力をふまえつつ，臨床，
組織，制度の３つの水準でエンパワメント実践
の課題を分析することを提案した。このような
視点により，医療における住民・コミュニティ
のエンパワメント，そして患者・利用者のエン
パワメントをより総合的に把握することが可能
となる。この３つの水準を視野にいれ，それぞ
れにおけるエンパワメント実践の相互連関をふ
まえて，さまざまな課題や実践の具体的な検討
を行うことは，戦略的なエンパワメント実践の
ために役立つと思われる。
　本論文で提案するのは，あくまでもこのよう
な概念枠組であり，この枠組を活用しながら，
臨床，組織，制度におけるエンパワメントの課
題を具体的に検討し，取り組みを分析していく
ことは，基本的には今後の課題である。こうし
た課題への挑戦，すなわちエンパワメント実践
として，いくつかの例をあげながら説明したが，
あくまでもそれらは例にすぎず，どのようなエ
ンパワメント実践がありうるか，そしてそこで
用いられるべき戦略はどのようなものかふさわ
しいかについては，個別具体的な実践に焦点を
あてて検討しなければならないであろう。
　この意味では，エンパワメント実践それ自体
も，さまざまな課題に応じて新たに作り出して
いくべき内容を含んでいる。そして，有効な実
践をつくり出していくためには，医師を始めと
した強力な専門職をかかえ，巨大な資源を必要
とする現代の医療において，住民やコミュニテ
ィが，個人の力・資源へのアクセス・政治的力
を，各水準においてどう獲得すべきかを，より
精緻に検討することが求められよう。
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